
道有林胆振管理区ＳＧＥＣ森林認証の取得（更新）に係る審査及び定期審査 
 

１）認証基準に基づく評価結果（H24.12 月、取得時） 

評価 指摘事項 摘  要 

懸念１ 
持続的な森林経営のため、人工林の齢級構成面積の平

準化に期待する 
「懸念」：改善を図る視点

から、審査員が指摘するも

ので拘束力をもたない 懸念２ 森林管理認証や認証材の一層の普及を期待する 

改善１ 生物多様性の保全について、文書化されることを望む 「改善」：なお改善を期待

する事項   

  改善２ 
生物多様性に関し、従業員に対する教育訓練を実施す

ることを望む 

改善３ 
道有林でのモニタリング実施システムの改善を期待す

る 

２）平成 25 年度 SGEC 森林管理認証定期審査 

・平成 25 年 9 月 13 日（金）、認証機関（（一社）日本

森林技術協会）による第１回定期審査を受けました。 

・平成 25 年 12 月 28 日（水）、SGEC 森林認証審査 

判定委員会において「認証基準などに則り適切に管理、 

経営されており」妥当であるとされました。 

■指摘事項の措置状況 

評価 平成 25 年度の改善、措置状況 審  査 

懸念１ 
胆振管理区整備管理計画書（H25～H34）の中で、

「人工林資源の平準化」について謳っている 

 今後、改善が図られると

考える → 措置済み 

懸念２ 

１）ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等により、関係機関に広く周知した 

２）認証事業体に対し、認証林産物証明書を発行した 

３）地域材の利用推進に取り組む、むかわ町の活動を    

支援した 

 胆振において認証取得の

動きが具体化している 

→ 措置済み 

改善１ 

１）「油類取扱い」を定め職員、事業者に周知した 

２）「管理区における動植物の取扱い」を定め職員に

周知した  

→措置済み 

改善２ 

１）「管理区における動植物の取扱い」を定め職員に

周知した 

２）道が主催する生態系保全技術研修に職員を出席さ

せた  

→措置済み 

改善３ 
「自己評価要領」に基づき森林情報調査、森林管理・

施業影響モニタリングを実施した 
→措置済み 



 

３）平成 26 年度 SGEC 森林管理認証審査 

・平成 26 年 9 月 16 日（火）～18 日（木）、認証機関による第２回定期審査を受

けました。 

  ・審査には書類審査と現地審査がありますが、現地審査は本年度から同時期に取得し

たオホーツク西部・東部、胆振管理区の中からの２カ所抽出サンプリングにより行

われ、胆振管理区は抽出から外れたため、現地審査は行われませんでした。 

  ・平成 26 年 12 月 24 日（水）、SGEC 森林認証審査判定委員会において「認証基

準などに則り適切に管理、経営されており」妥当であるとされました。 

４）平成 27 年度 SGEC 森林管理認証審査  

・平成 27 年 9 月 1 日（火）～3 日（木）、認証機

関による第 3 回定期審査を受けました。 

・このうち、胆振管理区の現地審査は 9 月 3 日（木）

に行われました。現地審査の箇所は次のとおりで

す。 

 ■平成 27 年度 胆振管理区の現地審査箇所 

施業の内容 認証基準 審査のポイント 

１）むかわ町との所管を

超えた一体的な森林整備

（植栽） 

社会・経済的便益の維持及び増進

／森林生態系の生産力及び健全性

の維持 

・地域と連携した森林づくり 

２）むかわ町穂別産化石

恐竜化石発掘調査箇所 
社会・経済的便益の維持及び増進 ・化石発見と保存の取組 

３）むかわ町埋蔵文化財

包蔵地発掘箇所 
社会・経済的便益の維持増進 ・遺跡保存の取組 

４）むかわ町との所管を

超えた一体的な森林整備

（間伐） 

社会・経済的便益の維持増進 ・地域と連携した森林づくり 

５）ウダイカンバ人工林

の密度管理試験 

森林生態系の生産力及び健全性の

維持 
・試験成果の普及 

   ・平成 27 年 12 月 25 日（金）、SGEC 森林認証審査判定委員会において、認証

規格への適合が認められ、認証の維持が決定されました。 

 ５）平成 28 年度 SGEC 森林管理認証審査 

  ・平成 28 年 9 月 7 日（水）～9 日（金）、認証機関による第４回定期審査を受けま

した。 



・審査には書類審査と現地審査がありますが、現地審査は本年度から同時期に取得し

たオホーツク西部・東部、胆振管理区の中からの２カ所抽出サンプリングにより行

われ、胆振管理区は抽出から外れたため、現地審査は行われませんでした。  

  ・平成 28 年 12 月 26 日（月）、SGEC 森林認証審査判定委員会において「認証基

準などに則り適切に管理、経営されており」妥当であるとされました。 

 ６）平成 29 年度 SGEC 森林管理認証審査 

  ・平成 29 年 11 月 7 日（火）～9 日（木）、認証機関（（一財）日本ガス機器検査

協会）による更新審査を受けました。 

・このうち胆振管理区（むかわ町）の書類及び現地審査は、11 月 7 日（火）に行わ

れました。現地審査の箇所は次のとおりです。 

 

 

 

 

書類審査                  現地審査 

 ■平成 29 年度胆振管理区（むかわ町）の現地審査箇所 

施業の内容 認証基準 審査のポイント 

１）カラマツ人工林

複層林施業（植栽） 

 森林生態系の生産力及び健

全性の維持／モニタリング

と情報公開 

 ・人工林の施業方法及びモニタリング 

の実施状況 

２）トドマツ人工林

間伐 

森林生態系の生産力及び健

全性の維持／社会経済的便

益の維持及び増進  

 ・間伐の実施状況 

 ・産出林産物の有効利用への取組状況 

３）木製ダム 
 社会経済的便益の維持及び

増進  
 ・産出林産物の有効利用への取組状況 

７）令和４年度 SGEC 森林管理認証審査 

  ・令和４年 1０月３日（月）～７日（金）、認証機関（合同会社もりの審査）による

更新審査を受けました。 

・審査はサンプリングにより、胆振管理区は抽出から外れたため、審査は行われませ

んでした。  



・令和４年 12 月 26 日（月）、SGEC 森林認証審査判定委員会において「認証基準

などに則り適切に管理、経営されており」妥当であるとされました。 

８）令和５年度 SGEC 森林管理認証審査 

・令和 5 年 10 月 2 日（月）～6 日（金）、認証機関による定期審査を受けました。 

・このうち胆振管理区（むかわ町）の書類及び現地審査は、10 月 2 日（月）、3 日（火）

に行われました。現地審査の箇所は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類審査                  現地審査 

  

■令和５年度胆振管理区（むかわ町）の現地審査箇所 

施業の内容 認証基準 審査のポイント 

１）アカエゾマツ人

工林間伐 

森林生態系の生産力及び健

全性の維持／土壌及び水資

源の保全と維持 

・間伐の実施状況 

・産出林産物の有効利用への取組状況 

２）トドマツ人工林

複層林施業（植栽） 

森林生態系の生産力及び健

全性の維持 ／モニタリング

と情報公開 

・人工林の施業方法 

・モニタリングの実施状況 

 

３）人工林施業箇所

（主伐・地拵） 

森林生態系の生産力及び健

全性の維持／土壌及び水資

源の保全と維持 

・施業実施における配慮状況 

・伐採後の状況 

４）林業専用道整備 

社会・経済的便益の維持・

増進及び地球温暖化防止へ

の寄与 

・路網の開設状況 

・産出林産物の有効利用への取組状況 

 


